
 

Ⅳ だれもが快適に暮らすために ～環境まちづくり分野～ 

政策 44 地域特性に合ったまちづくりを進める 

 

 

【53】まちづくりセンターの設置 

 
  区民・企業・ＮＰＯ・行政などが協働して進めるまちづくりの実現を図るため、まち

づくりセンターを設置し、まちづくりに関する活動の場の提供や、情報の提供、活動支

援を行います。 
 

年 度 別 計 画 計 画 目 標 

(～22年度) 

17 年度末 

実績見込み 

今 後 の 

必要事業量 18 年度 19 年度 20 年度 合計 

1 か所 ― 1 か所 1 か所   設置 1か所 

事 業 費（百万円） 0 ― ― 0 

事業執行部課･･･環境まちづくり事業本部都市整備部都市計画課 


